
庶

務

班

１．水火災等警防計画に関すること。

２．水火災等の消火防災に関すること。

３．地理水利に関すること。

４．消防統計に関すること。

５．消防団の訓練に関すること。

警

防

班

消

防

署

救

急

班

整

備

班

消防署事務分掌

１．防火対象物の査察臨検及び取締りの実施に関すること。

２．火災予防の宣伝指導に関すること。

３．災害予防に関すること。

査

察

班

１．消防機械器具の保管取扱い整備点検に関すること。

２．水管の保存手入れに関すること。

３．消防用燃料の受配保管に関すること。

４．救急訓練に関すること。

１．救急計画に関すること。

２．救急施設整備に関すること。

３．救急統計に関すること。

２．会計経理に関すること。

１．文書の収受発送及び保存に関すること。

３．庁舎及び公有財産の維持管理に関すること。

６．その他、他の班の分掌に属さない事項に関すること。

５．保健衛生その他福利厚生に関すること。

４．教養訓練及び勤務に関すること。

４．救助訓練に関すること。

５．その他救急に関すること。

５．その他救助に関すること。

１．救助計画に関すること。
救

助

班

２．救助施設整備に関すること。

３．救助統計に関すること。


